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東日本大震災の被災地における建設工事の技術者の 
専任に係る当面の取扱いについて 

 

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は本会の活動に対

しまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、東日本大震災により甚大な被害を受けた地域では、今後、復旧・復興

工事が本格化することが想定されております。これを受けて被災地域における

建設工事、技術者の専任に関する当面の取扱を定めた旨、別紙の通り国土交通

省より通知がありました。 

 つきましては、貴会所属の会員企業に対し、周知いただきますようお願い申

し上げます。 

敬具 
 （担当：事業部 吉田） 














